
令和７年造林・製品生産・立木販売事業に関する説明会

北海道森林管理局 森林整備部
森林整備第一課・資源活用第一課・資源活用第二課

令和６年度

日時：令和７年３月５日 ～
場所：北海道森林管理局大会議室（ 併用）

【資料編】





１ ①令和７年度 造林事業について（森林整備第一課）

面積：ha

備考

R7年度予定R6年度実績

下刈り植付地拵え下刈り植付地拵え

対前年度比対前年度比対前年度比

うち機械下刈りうち一貫作業うち一貫作業うち
機械下刈り

うち
一貫作業

うち
一貫作業 対前年度比対前年度比対前年度比

143%552%77310%25121%115120%2581%5141468952163札幌地区

22146%128144%43154%100111%43108%8208830653976旭川地区

27267%39239%10225%24539%10170%20601472510925122北見地区

380%1294%47823113%133297%23205%12935100117863帯広地区

09123206%43296%23253%5000021820函館地区

978%66131%1,166198%124156%637124%124151%519789163408100343計

面積：ha

備考

R7年度予定R6年度実績

下刈り植付地拵え下刈り植付地拵え

対前年度比対前年度比対前年度比

うち機械下刈りうち一貫作業うち一貫作業うち
機械下刈り

うち
一貫作業

うち
一貫作業 対前年度比対前年度比対前年度比

314%26101%395318%54186%152112%85108%1168390178276107札幌地区

168%4672%32890%1271%3390%1262%192745513471331旭川地区

0035%14927%4169%16312%4204%1401042714963269北見地区

1026%1585%22898%2493%181319%55149%21212692419517142帯広地区

0%085%560197%4258%60170%42108%711660211042565函館地区

180%8775%1,660151%135112%589121%198135%558492,20190524164414計

財源別の地区別発注（予定）状況

①令和６年度補正予算＋令和６年度当初予算繰越（公告済み）

②令和７年度当初予算（発注予定情報公表済み）

次ページへ令和７年度事業合計（①＋②）

※R７年度予定は、立木販売と造林を一体とした混合契約の発注量は除く。又、契約済みの複数年契約、R7年度契約予定の複数年契約の事業量は除く。

※R７年度予定は、立木販売と造林を一体とした混合契約の発注量は除く。又、契約済みの複数年契約、R7年度契約予定の複数年契約の事業量は除く。

資料１-①
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① 令和７年度 造林事業について（森林整備第一課）
③令和７年度地区別造林発注（事業）量（①＋②） 面積：ha

備考

R7年度予定R6年度実績

下刈り植付地拵え下刈り植付地拵え

対前年度比対前年度比対前年度比

うち機械下刈りうち一貫作業うち一貫作業
うち

機械下刈り
うち

一貫作業
うち

一貫作業
対前年度比対前年度比対前年度比

262%3188%472316%79151%267113%11098%168125362517797171札幌地区

249%6884%457127%55119%134105%5595%101275434311252106旭川地区

267%2794%54135%14199%40824%14182%346105743920557190北見地区

590%2791%705193%47100%314312%78166%34257792431325205帯広地区

0%099%651305%6583%104200%65142%1211660211253285函館地区

276%15391%2,826170%260132%1,226122%322142%1,077553,092153932264758計

※R７年度予定は、立木販売と造林を一体とした混合契約の発注量は除く。又、契約済みの複数年契約、R7年度契約予定の複数年契約の事業量は除く。

の方針
①主伐・再造林が増加する傾向から、地拵え・植付経費は今後も増大する見込みであり、下刈りは、回数省略によるコスト削
減、作業の省力化に繋がる機械化を推進していきます。また、主伐箇所の跡地は、確実な再造林を履行していくことを目的
に、植付けまで含めた一括発注を原則としていきます。
②昨年度から実施している大型機械地拵えの伐根処理は、将来的な機械化をすすめるための条件整備であり、地形等の条件に
より処理が困難である場合、機械下刈りに沿わないと判断される箇所が含まれている場合は、変更契約の協議に応じるため、
時期を逸することがないよう監督職員へ相談ください。

③下刈り面積は、令和７年度予定として2.8千haを計画しており、令和４年度実績（6.5千ha）と比較すると５割強削減してき
ているところです。令和７年度は、函館地区を除く全地区において機械下刈りを計画しているところであり、下刈り作業の
効率化・省力化の更なる推進に向けた取組へのご協力をお願いします。また、令和７年度事業より機械下刈りの経費は、予
定価格に見込んだうえ発注しているところであり、受注者自らが機械の手配（レンタル・購入）を進めて頂くようお願いし
ます。

④令和７年度事業量には殆ど含まれませんが、造林と生産の一括発注による考え方同様、主伐後の確実な造林を目的に、立木
販売についても主伐（更新）を伴う伐採箇所は、伐採と造林を一体的に契約する「混合契約」を原則としていきます。令和
７年度に公告する物件は、石狩・空知・留萌南部・網走西部・西紋別・網走中部・根釧西部・十勝東部・十勝西部・東大
雪・後志・渡島森林管理署の12署18物件を予定しているところです。

※森林管理署・物件ごとの詳細はHPをご覧ください（https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/job/index.html）。

資料１-①
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北海道森林管理局における下刈の機械化は、作業従事者の負担軽減や従事者不足への対応策として、平成29年度から検証をすすめ、令和６年度よ
り事業ベースで実施してきました。令和７年度以降についても更に導入可能地を拡大することにより、目的に沿った事業発注に努めていく考えです。
そのため、作業を担う事業者の皆様が、地域の（発注官署） 事業量の見通しを把握することにより、機械化に向けた検討（準備）をすすめるこ

とができるよう、令和７年度から令和９年度までの森林管理署別「機械下刈」の発注見通し面積を公表します。

※上表数値は、 実績（見込み）以外の数値は予定であり、災害や予算事情等により数値が変動することはあり得る。
注） 面積の数値は全て実面積

年度数値は、実績見込み数値。
年度数値は、発注予定情報・発注見通しの掲載数値。
年度数値は、各署が予定する機械下刈面積。
年度数値は、 年度に伐根処理を施した面積（植栽から２年度間下刈り省略を想定）から機械下刈可能面積を掲載。
・ の導入率は、下刈予定面積が未定であるため未記載。

北海道森林管理局 「機械下刈」 署別発注予定面積（R7～R9）

令和７年度以降は、全地区において機械下刈の導
入率を大きく増加させる予定。また、地拵え段階に
おいて処理を施す大型機械地拵え（伐根処理）につ
いても年々増加させることにより、将来的に造林作
業の機械化を可能とする条件整備を更に推進。

リモコン式機械下刈作業風景

R９年度予定R８年度予定R７年度予定R６年度実績（参考値）年度別

森林管理署

下刈面積(ha)下刈面積(ha)下刈面積(ha)下刈面積(ha)

機械下刈(ha)機械下刈(ha)機械下刈(ha)機械下刈(ha)

導入率導入率導入率導入率

-8--7-4%51467%8125石 狩

-20--22-15%221462%4185空 知

-35---5476胆振東部

-5---76105日高北部

-27--4-7%45044日高南部

-94--33-7%314722%12536札幌地区

-1---2026留萌北部

-5--7-18%73947留萌南部

-10--3-3%1341%0.438上川北部

-74--52-21%331581%2230宗 谷

-44--45-21%2612517%21122上川中部

-11---611上川南部

-1--1-2%17469北 空 知

-146--109-15%684574%24543旭川地区

-22---6244網走西部

-4---74112西 紋 別

-68--21-9%19211206網走中部

-28--8-4%81945%10211網走南部

-122--29-5%275412%10574北見地区

-42--20-4%92100.4%1363根釧西部

-2--1-1%118027根釧東部

-55--23-10%171771%3213十勝東部

-8--13-117145十勝西部

-16--5-2230東大雪

-124--62-4%277051%5779帯広地区

-10--10-901%1101後 志

-15--6-260278檜 山

-7--1-301281渡 島

-32--17-6510%1660函館地区

-518--250-5%1532,8262%523,092局 計

①-3  造林作業の下刈における「機械下刈」中長期発注見通し
資料１-①
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①-4 （参考）造林作業における機械購入等補助金の情報

詳細は、北海道ＨＰ以下ＵＲＬより参照
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/gid/186374.html

資料１-①
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② 令和７年度 製品生産事業について（資源活用第二課）

財源別の地区別発注（予定）状況

①令和６年度補正予算＋令和６年度当初予算繰越（公告済み）

②令和７年度当初予算（発注予定情報公表済み）

次ページへ令和７年度事業合計（①＋②）

※一括発注の面積は植栽まで実施した面積（地拵えまでは除く）。

※一括発注の面積は植栽まで実施した面積（地拵えまでは除く）。

単位：㎥・ha

令和７年度予定令和６年度契約

予定量（㎥）契約量（㎥）

天然林受光伐育成受光伐誘導伐保育間伐天然林受光伐育成受光伐誘導伐保育間伐 一括発注
面積(ha)対前年度比一括発注

面積(ha)

1001,140253,80063,46093%68,50025017083,92068,96073,300札幌地区

2001,980437,17033,85054%43,200530270309,78069,42080,000旭川地区

30015,730101,62070,450121%88,100450940257,49063,82072,700北見地区

800231,68070,540142%72,3006600088049,46051,000帯広地区

2,290920234,88031,410135%39,50004,40001,68023,12029,200函館地区

2,97019,77012419,150269,710102%311,6001,8905,7806323,750274,780306,200計

単位：㎥・ha

令和７年度予定令和６年度契約

予定量（㎥）契約量（㎥）

天然林受光伐育成受光伐誘導伐保育間伐天然林受光伐育成受光伐誘導伐保育間伐 一括発注
面積(ha)対前年度比一括発注

面積(ha)

3,5208,7605416,530122,390118%151,2003,7607,7901714,220101,830127,600札幌地区

5,9001,730123,60099,670217%110,9000200131,63049,27051,100旭川地区

3,8906,55046,220140,240100%156,9003,6609,620149,910133,010156,200北見地区

4,48002411,517165,90393%181,9003,23002416,096176,774196,100帯広地区

880480427,91041,23097%50,50051,80051,8002151,80051,80051,800函館地区

18,67017,52013545,777569,433112%651,40062,45069,4109093,656512,684582,800計

資料１-②
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③令和７年度地区別生産発注（事業）量（①＋②）

【令和７年度事業留意事項】
【生産事業】
・事業進捗の適切な管理

伐採区域、実行数量、森林作業道作設箇所、延長等の進捗状況を確認しながら、適切な現場管理をお願いします。
・生産性向上

新しい林業の推進に向け、各事業体におかれては、工程管理を行う中で生産性向上に向けた取り組みをお願いします。
・現場代理人と監督職員等との連携

現場の進捗状況や事業実行にあたっての打合せなど連携を深め、事業遂行に向けて双方で協力をお願いします。

【販売事業】
・採材・仕分けの徹底

木材を適切な用途で利用するために重要な事項であり、適切な採材・仕分けの徹底をお願いします。
・広葉樹の積極的な用材区分（山元販売含め）

広葉樹材の持続的かつ安定的な供給を望む声が高まっており、ニーズを踏まえた採材・仕分けを行うとともに、銘木
市へ積極的な出品へのご協力をお願いします。

※一括発注の面積は植栽まで実施した面積（地拵えまでは除く）。

単位：㎥・ha

令和７年度予定令和６年度契約

予定量（㎥）契約量（㎥）

天然林受光伐育成受光伐誘導伐保育間伐天然林受光伐育成受光伐誘導伐保育間伐 一括発注
面積(ha)対前年度比一括発注

面積(ha)

3,6209,9007920,330185,850109%219,7004,0107,9602518,140170,790200,900札幌地区

6,1003,7105510,770133,520118%154,1005304704311,410118,690131,100旭川地区

4,19022,280147,840210,690107%245,0004,11010,5603917,400196,830228,900北見地区

4,56004713,197236,443103%254,2003,89002416,976226,234247,100帯広地区

3,1701,4006512,79072,640111%90,0001,7008,180217,11064,01081,000函館地区

21,64037,29026064,927839,143108%963,00014,24027,17015371,036776,554889,000計

※森林管理署・物件ごとの詳細はHPをご覧ください（https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/job/index.html）。

② 令和７年度 製品生産事業について（資源活用第二課） 資料１-②
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（Ｂ）／（A）令和７年度予定量（ ）令和６年度計画（ ）地 区
89％153.1172.3札 幌
110％84.877.0旭 川
85％271.1319.8北 見
91％259.7284.2帯 広
137％190.8138.9函 館
97％959.5992.2合 計

（単位：材積千㎥）

③ 令和７年度 立木販売量について（資源活用第一課）

○立木販売の出品予定個所の情報についてホームページへ掲載する取り組み
令和７年度から、立木販売予定量の内、出品が確定している予定個所の物件内容について、

年度当初に公表するよう検討しています。
○立木販売の間伐における面積拡大による標準地調査の取り組み
立木販売の間伐（列状）における収穫調査の取り組みとして、生産請負カ所で実施している

「面積拡大による標準地調査」を立木販売に適用し試行しています。この調査方法は、すべて
の伐採木には標示せず、標準地として設定した区域内のみ毎木で調査し、蓄積を把握するもの
で、伐採列標示については、買受者に行っていただき、森林官等が確認・承認するといった取
り組みです。今後、落札物件について買受者より課題等の聞き取りを行い、検証・改善に取り
組むとともに、令和７年度も継続していく考えです。

※収穫量（立木販売・分収造林・分収育林・製品生産資材等含む）全体では令和６年度比 ％
令和７年度予定量は検討中のものであり、確定ではありません

資料１-③
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③ 林地未利用材について（資源活用第一課）

令和６年度落札量令和６年度公告量地 区

12.920.1札 幌
1.51.8旭 川
0.48.3北 見
3.98.8帯 広
0.08.5函 館
18.747.5合 計

（単位：材積千㎥）

○林地未利用材の販売について
令和７年度においても森林資源の「カスケード利用」の推進及び主伐箇所における造林事業（地拵え・植

付）の省力化に資するよう、伐採に伴い発生する末木枝条を一般競争等により販売します。また、北海道森
林管理局ホームページで「林地未利用材発生予定情報」を発信します。

③ 誤伐の未然防止について（資源活用第一課）
○誤伐について、今年度は発生しておりませんが、国有林野の管理経営上起きてはならない重大な案件とし
て、これまでも未然防止・再発防止に努めてきたところです。
原因の多くは、事前の伐採区域の誤認、作業者等への伝達不足が挙げられており、事業着手にあたっては、

発注者や監督職員・森林官等と綿密な打ち合わせを行い、誤伐の未然防止に努めてください。
誤伐の発生に至った場合、「指名停止」の行政処分や悪質と判断された場合は、罰則が適用され、社会的

信用の失墜につながります。
令和６年３月１日以降の立木販売入札公告から適用となる立木販売事業着手届及び事業計画書のなかにあ

ります「誤伐防止のためのチェックポイント」の提出をお願いしています。
また、これに併せて林地保全に配慮した取り組みとして「伐採及び搬出に係るチェックリスト」の提出も

お願いします。

資料１-③
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〇
実
際
の
手
続
き
の
流
れ
に
つ
い
て

造林事業及び素材生産事業に係る一般競争入札
総合評価落札方式における「簡易型」の導入

入札・落札・契約の方式は下記の３種類とする。

総合評価落札方式

標準型
総合評価落札方式

簡易型
一般競争
入札

競争参加資格確認申請書の提出

技術提案書の提出

標準型 簡易型

〇 〇

〇 ✖
〇 ✖
〇 〇

〇 〇

〇 〇

①提出文書：様式１

②事業計画上の考慮事項等：様式２

③事業計画の工程管理：様式２－１

④企業の事業実績等：様式３及び３－１

⑤配置予定技術者の資格・経験：様式４

⑥賃上げ実施の表明：様式５―１又は５－２

「価格」と「価格以外の要素」
を総合的に判断する落札方式

最低価格落
札方式

簡易型：
様式2と様式2-1の提出省略

現行のまま 現行のまま

｢造林と素材生産との一貫
作業｣と｢複数年度にわた
る事業｣については技術的
な工夫の余地が大きいと
判断し、「標準型」で
実施するものとする。

資料２－１
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電子調達システムを利用した電子契約の開始

▼北海道局HPより

システムから出力された契約書

・電子調達システムとは・・・
国の機関が行う「物品・役務」

及び「一部の公共事業」に係る一
連の調達手続をインターネット経
由で電子的に行う府省共通のシス
テムです。

資料２－２
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国土交通省 より 資料２－３
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職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」

令和６年８月、厚生労働省は、林業従事者の技能向上とともに、国による公証制度導入に伴う林業従事者の就業環境の
整備及び社会的・経済的地位の向上、ひいては、安全性の向上による労働災害の減少に寄与することを目的に、職業能力
開発促進法（昭和44年法律第64 号）に基づく技能検定の職種に「林業職種」を新設したところです。 同検定は林業従事
者の処遇改善等に繋がることから、国有林野事業においてもその普及に向けた取組を進めることが重要であり、北海道森
林管理局でも、造林事業及び素材生産事業に係る総合評価落札方式において林業技能士を評価する項目を今後導入予定（
次回改正時）としています。

【概要は次のとおり】

資料２－４
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（１４°以下）

１ 森林作業道作設技術

引用：林業・木材製造業労働災害防止協会パンフレット抜粋

〔林業・木材製造業労働災害防止規程

改正概要抜粋〕

林業・木材製造業労働災害防止規程第１１５条（走行路の確保）

では、３０ｍ以上の制限勾配を設けないこと、また、前後には緩和

区間を設けることとされている。

資料３－１

● 縦断勾配の基準の徹底について

森林作業道の縦断勾配は概ね10°以下を基本とし、やむを得ない場合は、30ｍに限り14°以

下（制限勾配）としている。 これは安全上の観点から規制しているものであることから、

特に留意。

既設路を活用する場合も、縦断勾配は概ね10°以下を基本とし、やむを得ない場合は30ｍに

限り14°以下（制限勾配）。
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作設の基本は盛土を作って道を造る

ここで切り取った
土を盛土に使う

切ったら盛る

資料３－２
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施工の基本

※近年、大雨や集中豪雨等が多発しており、崩壊等の防止のため、
盛土部分はしっかりと転圧し、路体の安定を図る。

資料３－３
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・多様な需要に応じた採材
・広葉樹新規需要への対応
・全署通じ安定した品質維持
（信頼確保）

国有林材の安定供給
付加価値向上

材長切れ、仕様と異な
ることのないように！

！

２ 採材・仕分けについて
原木需要の高まりにより国産材の安定的な供給が求められていることから、
採材・仕分けについて、引き続き日本農林規格に基づき仕分けを適正に実施す
ることが必要。

メジャーを当てての材長、延
び寸（５ｃｍ程度）の確認。
こまめな測尺装置の調整。

一般材・低質材
の仕分けの確認
。

資料３－４
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３ 森林整備事業の生産性向上の取組
新たな森林・林業基本計画においては、「新しい林業」の実現に向け

た低コスト化等を図りつつ国産材の供給を増やすことを目標としており
、令和５年度から日報アプリの運用開始により工程管理を行っている。

工程管理の実施
令和５年度から生産日報アプリの運用が開始となっており、令和７年

度についても、引き続き日報アプリの利用を考えている。
発注者側が公告の段階で示している「月別工程管理表」に該当する物

件は、日報アプリとの選択を可能としている。それ以外の物件について
は、特に定めはないが、日報アプリを利用することを可能とする。

生産性向上の取組
① 作業工程毎の生産性を的確に把握・分析。
② 作業工程の中の「ボトルネック」を洗い出し、グラフ等により
「見える化」を図り、定期的にグラフ化したデータを送付する。

③ ボトルネックの解消、効率的な作業仕組みを検討するために意見
交換会等を実施予定。

資料３－５
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監督職員への確認事項 （伐採列の方向、土場位置等）

事業開始前に、仕様書の内容 （採材寸法、椪の作り方、
森林作業道の規格、等）を説明

監

督

職

員

現

場

代

理

人

速やかに監督職員に連絡、協議

対策を協議して問題を解決。打合せ内容は、現場代理人は作業日報
（日報アプリ）に、監督職員は監督日誌に記載。

【事案発生】
・森林作業道計画路線の変更
・土場位置の変更
・伐採箇所の見直し

４ 監督職員とのコミュニケーションについて
資料３－６
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国有林材の安定供給システムによる販売

システム販売は、需要者と協定を締結し林産物を安定的
に供給する販売方法です。
このことを通じて、地域の林業・木材産業の活性化や新

たな需要の拡大、原木の加工・流通の合理化等に貢献でき
るよう、推進していきます。
また、林業の成長産業化に繋がるよう、需要者ニーズを

踏まえ、国産材の安定供給体制の構築に向けてさらに政策
効果が高まるよう見直しを加えていきます。

趣 旨 立木販売・製品販売共通

資料４－１
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システム販売の流れ

公募

審査

協定

売買契約

実行結果報告

協定結果公表

公告は局、各署・支署に掲示等するとともに局 に掲載

局において審査し結果を申請者に通知

申請 締切までに局又は、最寄りの署・支署に申請書を提出
（電子メールによる申請も可能）

森林管理局長と協定者間で締結

該当署長又は支署長と協定者間で締結

協定期間終了後、局へ提出。複数年契約は年度毎に提出。

局 で公表

資料４－２
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令和７年度システム販売（製品販売）について

○ 公募量は、製品販売量の半数程度を予定
○ 公募は２回（３月・６月）を予定
○ １物件当たりの公募数量は、1,000㎥～10,000㎥程度

（一部物件を除く）
○ 新規複数年物件、大径材物件について公募予定

（物件数及び数量等詳細は検討中）
○ 令和６年度に引き続き、広域にわたる１万㎥程度の大

ロット物件を公募予定（数量等詳細は検討中）

＜公募の概要＞

資料４－３
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大径材物件について
道産材の建築材利用を推進する観点から、令和６年度に引き続き、トドマツ一般材の大径材（一定径級

以上及び一定の品質を確保）のみで構成される物件を、用途を一定程度制限し公募することで検討。

１ 用途の制限
公募物件数量の半数以上を建築材（柱、間柱、梁、桁等）として利用すること。

２ 販路の指定
工務店、ハウスメーカー、プレカット工場等への販売計画があり、企画提案書に販路
を記載していること。

３ 物件内容
一般材のうち次に該当する原木とし、別巻立てとする。
（１）樹種はトドマツ又はカラマツ
（２）径級は、原則２６㎝以上（２６㎝以上の希望する径級区分とすることも可能）
（３）材長は３，６５ｍ、４．００ｍのほか、企画提案の材長も検討。
（４）品質

・両木口が正円に近く、通直にして樹心が木口面の中央部にあり、木口・
材面共に腐れ又は空胴等のない素性のよいもの

・節は原則３材面以上無節、曲がりは単曲（重曲は不可）で５％以下
・目まわり、入皮、凍裂等のその他の欠点がないか､きわめて軽微なもの
上記の品質を基本としていますが、材の選別にあたっては、協定者（買受者）と協定

締結後の打合せや事業現場において請負事業体及び発注者（局署の担当者）等を交えた
目合わせ・意見交換等を行います。

※他のシステム一般材と同じ土場に巻立てる場合もありますので、ご理解願います。

資料４－４
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大ロット物件の取組について
安定供給の推進及び加工・流通の合理化等に向け、令和６年度に引き続き同一地区の複数署や

地区を跨いだ大ロットの物件を設定し公募。

２ 物件の規模
１万㎥程度

３ 樹材種

１ 取組のねらい

トドマツ一般材・低質
材主体

イメージ
①安定供給の推進
②流通の合理化 等

４ 実施地区

令和７年度は、
①札幌・函館エリア
②旭川エリア
で実施予定

資料４－５
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システム販売申請に当たっての留意事項
１ 同一申請者（共同申請の場合は同一構成員）が複数の物件に申請する場合は、申請書は
一つにまとめていただいて結構です（企画提案書は物件毎に必要）。
※公募物件の樹材種割合、㎥廻りは立木におけるおおよその数値であり、実際の出材割合
や原木の径級を判断する目安とはなりませんので留意願います。

２ 申請書の添付資料
（１）直近の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の写し
（２）納税証明書の写し
（３）社会保険の加入を証する書類（様式２）

保険料納入通知書（健康保険・厚生年金）、労働保険納付書の写し（申請の前月分）
を添付

（４）保有する資格を証する書類（様式３）
資格確認通知書（林産物の売払）、資格認定書の写しを添付

及び取組評価に係る添付書類
（６）取引数量等が明記された出荷先との取引協定書の写し

添付書類に漏れが無いよう確認をお願いします。
（１）～（４）は、複数物件に申請する場合、１部提出いただければ結構です。
（５）は各物件ごとに作成し提出してください。添付書類が他の物件と共通する場合は１部
のみでも構いません。（６）は販売協定内容が確認できれば、複数物件をまとめていただ
いて結構です。

※共同申請の場合は各申請者の提案内容を評価することから、添付書類は全者分必要です。
また、販売協定先の企画提案書は不要であり、（６）の提出のみで構いません。

※公募内容及び申請書・企画提案書の様式等詳細は北海道森林管理局ＨＰに掲載されますので
ご確認願います。申請書は紙媒体、またはメールでの提出となります。

資料４－６
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システム販売協定締結後の留意事項
１ システム販売は企画提案に基づき数量・価格を含め協定を締結し販売を行っています。
協定後は協定書の販売計画に基づき、該当森林管理署等と林産物の売買契約を行うことと
なります。森林管理署等の担当者と十分打合せの上、供給される林産物の計画的な購入に
努めていただくようお願いします。
（１）一般材であっても林分状況によって品質径級等に一定程度の幅はあるところです

が、システム販売の趣旨をご理解いただき、現物をご確認の上、適正に仕分された物
件については、極力受け入れいただくようご協力をお願いします。（大径材物件は除
く）

（２）システム販売の出材時期や場所は森林管理署等で計画して進めています。協定者の
都合で受け入れを遅らせることは、販売計画に影響が生じ協定数量が確保できない場
合があります
数量減となった場合、結果報告書の企画提案取組状況の内容によっては次回のシス

テム販売申請時の審査で減点対象となる可能性があります。計画的な購入に努めて
いただくようお願いいします。

２ 長級（材長）について事業が先行している場合、一般材・低質材は ～ を主体
に採材しています。多様な長級の採材でない場合は、要望に応じられる場合もありますの
で、協定後に該当森林管理署等と打ち合わせ願います。要望に基づき特殊な長級を採材し
た物件は原則として受け入れていただくようお願いします。なお、土場面積の制約や請負
事業体への負担等により、対応できかねる場合もあることをご理解願います。

円滑な販売を行うため、協定者・森林管理署の担当者がお互いに齟齬の無いよう
意思疎通を図って進めていくことが重要と考えております。ご理解・ご協力をお願
いします。

資料４－７
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